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一
、
は
じ
め
に

本
論
で
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
法
崇
撰
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』（
大
正
蔵
一
八
〇
三
番
、
法
崇
疏
）
に
つ
い

て
訳
注
を
行
う
。
前
号
で
は
、『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
』
の
十
門
分
別
の
う
ち
第
九
ま
で
終
わ
っ
た
の
で
、
今
号
で
は
「
第

十
依
文
判
釈
」
か
ら
再
開
し
、【
①
教
起
因
縁
分
―
一
、
証
信
序
―
一
、
信
成
就
】
を
取
り
上
げ
た
い
（
※
前
号
論
末
の
シ

ノ
プ
シ
ス
表
参
照
）。

法
崇
疏
で
は
、
信
成
就
す
な
わ
ち
経
典
冒
頭
の
「
如
是
」
に
つ
い
て
の
注
釈
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
そ
の
文
量
は
お

よ
そ
疏
全
体
の
十
分
の
一
に
及
ぶ
。
そ
の
内
容
は
、『
大
智
度
論
』
や
窺
基
（
六
三
二
～
六
八
二
）
等
の
諸
注
釈
に
依
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
が
、
純
粋
な
引
用
と
い
う
よ
り
は
取
意
文
が
多
く
、
時
に
異
な
る
教
説
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
一
連
の

話
と
す
る
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。

法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
㈡

	
	
		

	
	

	
	

佐　
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樹
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六
成
就
文
に
つ
い
て
の
、『
大
智
度
論
』
か
ら
の
長
め
の
取
意
引
用
文
で
は
、
釈
尊
入
滅
後
の
三
蔵
編
纂
の
結
集
に
続

い
て
、
大
迦
葉
に
よ
る
弥
勒
信
仰
と
も
い
う
べ
き
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
結
集
を
成
し
遂
げ
た
大
迦

葉
が
入
涅
槃
に
際
し
、
将
来
、
弥
勒
仏
に
ま
み
え
る
こ
と
を
願
っ
て
、
耆
闍
崛
山
（
霊
鷲
山
）
の
土
中
に
入
り
、
そ
の
到

来
を
待
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
迦
葉
の
話
は
、
幾
種
か
の
弥
勒
経
典
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が１
、
弘
法
大

師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
の
入
定
説
話
と
類
似
し
て
お
り
、
不
空
周
辺
で
成
立
し
た
と
目
さ
れ
る
法
崇
疏
に
同
話
が

取
り
上
げ
ら
れ
た
事
実
は
興
味
深
い
。

ま
た
、
前
号
で
は
、
中
国
で
作
ら
れ
た
疑
偽
経
典
『
提
謂
波
利
経
』
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
を
指
摘
し
た
が
、
今
号
の

範
囲
で
は
、
中
国
で
作
ら
れ
た
偽
書
『
周
書
異
記
』
よ
り
、
穆
王
（
紀
元
前
一
〇
世
紀
頃
）
と
釈
尊
の
生
存
年
代
を
同
一

視
す
る
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
崇
疏
は
、
正
統
な
経
論
の
み
な
ら
ず
、
民
間
で
流
布
し
た
傍
系
の
典

籍
も
ま
た
用
い
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

法
崇
撰
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
　（
高
基
本
・
上
巻
一
〇
丁
右
～
、『
卍
続
蔵
経
』
三
七
巻
一
八
四

丁
左
・
下
段
～
、　
『
大
正
蔵
』
三
九
巻
一
〇
一
四
頁
下
段
～

）

※
亮
汰
注
（
上
巻
・
四
丁
右
～
）
の
以
降
は
抄
訳
で
あ
り
、
他
本
と
異
な
る
た
め
、
丁
数
等
を
割
愛
す
る
。

第
十
に
文
に
依
り
て
判
釈
す
。

経
に
曰
く
、「
如
是
」
と
は２
、
述
し
て
曰
く
、
此
の
経
の
一
部
分
を
三
分
と
為
す
。
先
に
三
分
を
明
か
し
、
後
に
二
序
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を
明
か
す
。
三
分
と
言
う
は
、
一
に
教
起
因
縁
分
、
二
に
聖
教
所
説
分
、
三
に
依
教
奉
行
分
な
り
。
経
の
「
如
是
我
聞
」

よ
り
下
「
具
如
上
説
」
に
至
る
は
、是
れ
教
起
因
縁
（
卍
続
蔵
本

一
八
五
右
）
分
な
り
。「
爾
時
如
来
」
よ
り
下
「
倶
来
見
我
」
に
至
る
は
、

是
れ
聖
教
所
説
分
な
り
。（
高
基
本
・
上

巻
一
〇
丁
左
）「
爾
時
天
帝
」
よ
り
下
「
信
受
奉
行
」
に
至
る
は
、
是
れ
依
教
奉
行
分
な
り
。

夫
れ
聖
人
の
説
法
、
必
ず
叙
す
る
所
有
り
。
所
化
の
俗
流
、
須
く
耳
を
驚
か
す
べ
し
。
率
爾
に
而
も
説
く
は
、
敬
情

を
起
さ
ず
。
故
に
経
に
先
づ
教
起
因
縁
分
を
標
す
。
既
に
浄
心
に
て
信
仰
せ
ば
、
即
ち
宗
を
開
き
て
法
を
受
く
。
次
に

聖
教
所
説
分
を
明
か
す
。
群
生
寂
な
ら
ず
、
大
悲
限
り
無
し
。
是
を
以
て
伝
え
訓お
し

え
る
が
故
に
依
教
奉
行
分
と
言
う
。

前
の
第
一
教
起
因
縁
分
中
に
就
き
、
復
た
分
か
ち
て
二
と
為
す
。
一
に
証
信
序
、
二
に
発
起
序
な
り
。「
如
是
我
聞
」

よ
り
已
下
「
与
大
菩
薩
僧
万
二
千
人
倶
」
に
至
る
は
、是
れ
証
信
序
な
り
。「
爾
時
三
十
三
天
」
よ
り
已
下
「
至
具
如
上
説
」

は
、
是
れ
発
起
序
な
り
。
先
に
証
信
序
を
明
か
し
、
後
に
発
起
序
を
明
か
す
。

【
①　

教
起
因
縁
分　

一
、
証
信
序
】

証
信
序
と
言
う
は
、
六
句
の
経
文
有
り
。
一
に
信
、
二
に
聞
、
三
に
時
、
四
に
主
、
五
に
処
、
六
に
衆
な
り
。
六
義
、

若
し
円
な
れ
ば
、
即
ち
能
く
証
信
す
。（
高
基
本
・
上

巻
一
一
丁
右
）
六
義
、
足
ら
ざ
れ
ば
、
証
成
す
る
こ
と
能
は
ず
。
爰
を
以
て
天
親３
、

論
の
偈
に
云
く
、「
前
の
三
は
弟
子
を
明
か
し
、
後
の
三
は
師
説
を
証
す
。
一
切
の
修
多
羅
法
門４
、
皆
な
是
の
如
し５
」
と
。

【
①
―
一
―
一　

信
成
就
】　

信
成
就
の
中
に
就
き
、
復
た
分
か
ち
て
三
と
為
さ
ば
、
一
に
は
有
の
所
由
を
明
か
し
、
二
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に
は
六
成
就
を
顕
す
を
明
か
し
、
三
に
は
正
し
く
其
の
信
を
解
す
。

第
一
に
有
の
所
由
を
明
か
す
と
は
、「
周
の
穆ぼ
く
お
う王
、６
五
十
二
年
壬
申
の
歳
、
二
月
十
五
日
平
旦
、
忽
然
と
し
て
黒
風
暴

起
し
、
日
、
精
光
す
る
無
く
、
屋
を
発
き
樹
を
折
り
、
大
地
震
動
す
。
斎
已
（
大
正
蔵
本

一
〇
一
五
）
後
を
過
ぎ
、
天
下
の
大
暗
、
西

方
よ
り
白
光
十
二
道
有
り
て
、
左
右
通
徹
す
。
穆
王
、
大
史
扈こ
　
た
　多
に
問
う
て
曰
く
、『
此
れ
は
是
れ
何
の
祥き
ざ
し
　ぞ
や
』
と
。

扈
多
、対こ
た

え
て
曰
く
、『
西
方
に
大
聖
人
有
り
、将
に
滅
度
を
欲
せ
ん
と
す
。
故
に
此
の
相
を
現
ず
。
此
の
時
に
当
た
れ
り７
』」

と
、
是
れ
有
り
。
如
来
世
尊
、
涅
槃
に
入
ら
ん
と
欲
う
の
日
、
阿
難８
、
仏
の
涅
槃
に
入
ら
ん
と
欲
う
を
見
て
、
其
の
心

憂
悩
し
、
悲
涕
流
（
高
基
本
・
上

巻
一
一
丁
左
）
涙
す
る
こ
と
、
父
母
を
喪
う
が
時
の
如
し
。
長
老
、
滅
無
く
、
阿
難
に
語
り
て
曰
く
、「
豈

に
凡
夫
、
其
の
憂
悩
有
る
に
同
ず
る
を
や
。
当
に
如
来
に
四
種
の
大
事９
を
問
う
べ
し
」
と
。
此
れ
即
ち
第
一
に
有
の
所

由
な
り
。

第
二
に
六
成
就C

を
顕
す
と
は
、
其
れ
三
種
有
り
。
一
に
疑
を
断
ぜ
ん
が
為
に
、
二
に
信
を
生
ぜ
ん
が
為
に
、
三
に
謗

を
止
め
ん
が
為
な
り
。

第
一
に
疑
を
断
ず
と
は
、『
大
智
度
論
』
に
云
く
、「
如
来
世
尊
、
二
月
十
五
日
に
於
て
、
娑
羅
双
樹
の
間
に
し
て
涅

槃
に
入
り
た
ま
う
。
爾
の
時
に
諸
天
、
将
に
法
の
滅
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
迦
葉
の
所
に
往
き
て
摩
訶
迦
葉D

を
頂
礼
す
。

是
を
以
て
偈
を
説
き
て
言
く
、『
耆ぎ
　
ね
ん年
、

E

慾
・
恚
・
慢
を
已
に
除
き
、
其
の
形
は
譬
へ
ば
紫
金
柱F

の
如
し
。
上
下
端
厳
に

し
て
妙
な
る
こ
と
無
比
な
り
。
目
は
明
に
し
て
清
浄
な
る
こ
と
蓮
華
の
如
し
』
と
。
爾
の
時
に
諸
天
、
偈
を
説
き
て
讃
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じ
已
り
、
迦
葉
に
白
し
て
言
く
、『
大
徳
よ
、
法
船
、
将
に
没
せ
ん
と
す
。
法
城
、
将
に
頽く
ず

れ
な
ん
と
す
。
法
海
、
将
に

竭
き
な
ん
と
す
。
法
幢
、
将
に
倒
れ
ん
と
す
。
法
灯
、
将
に
滅
せ
ん
と
す
』
と
。

爾
の
時
に
大
迦
葉
、
諸
天
に
報こ
た

え
て
言
く
、『
世
間
無
常
に
し
て
（
高
基
本
・
上

巻
一
二
丁
右
）
久
し
か
ら
ず
、
盲
冥G

な
り
』
と
。
黙
然

と
し
て
請
を
受
く
。
爾
の
時
に
天
等
、
迦
葉
を
礼
し
已
り
て
、
各
々
天
宮
に
還
る
。

爾
の
時
に
大
迦
葉
、
即
ち
自
ら
思
惟
す
ら
く
、『
我
れ
当
に
能
く
仏
恩
に
報
ず
べ
し
。
故
に
一
切
天
人
の
為
に
法
蔵
を

結
集
せ
ん
』
と
。
即
便
ち
身
、
虚
空
に
昇
り
、
須
弥
山
頂
に
住
し
、
鐘
を
撃
ち
、
鎚つ
い

を
揵あ
　

げ
て
、
偈
を
説
き
て
言
く
、『
仏

の
諸
の
弟
子
よ
、
若
し
仏
を
念お
も

わ
ば
、
当
に
仏
恩
に
報
ず
べ
し
。
涅
槃
に
入
る
こ
と
莫
れ
』
と
。
当
に
此
の
揵け

ん
つ
い鎚

のH

声
、

及
び
迦
葉
の
語
を
伝
え
て
、一
時
に
普
く
（
卍
続
蔵
本

一
八
五
左
）
三
千
世
界
に
遍
ず
べ
し
。
是
れ
仏
弟
子
、能
く
悉
く
我
語
を
聞
き
て
、

阿
羅
漢
を
得
た
る
者
、
一
時
に
大
迦
葉
の
所
に
来
集
す
。
爾
の
時
に
大
迦
葉
、
大
衆
に
告
げ
て
言
く
、『
仏
、
将
に
滅
せ

ん
と
せ
ら
れ
、
法
、
今
将
に
滅
せ
ん
と
欲
す
。
共
に
結
集
す
べ
し
。
結
集
し
已
訖
ら
ば
涅
槃
に
随
わ
ん
』
と
。

時
に
大
迦
葉
、
王
舎
城
に
至
り
、
千
人
を
選
び
得
た
る
。
唯
だ
阿
難
の
み
未
だ
羅
漢
を
得
ざ
る
を
除
き
、
余
の
者
は

九
百
九
十
九
人
、
皆
な
是
れ
羅
漢
な
り
。『
問
う
、
何な
ん
す
　為
れ
ぞ
、
只
だ
千
人
を
取
り
て
（
高
基
本
・
上

巻
一
二
丁
左
）
多
な
ら
ず
や
、
少
な

ら
ず
や
』
と
。『
答
う
、
頻び

ん
ば
　
し
や
ら
　

婆
娑
羅
王I

は
、
阿あ
　
じ
や
せ
　

闍
世
王J
の
父
な
り
。
願
を
発
し
て
毎
日
千
僧
を
供
養
す
。
乃
至
、
其
の
子

阿
闍
世
王
も
亦
た
父
の
法
に
準
ず
。

時
に
大
迦
葉
、
王
舎
城
に
至
り
已
て
、
阿
闍
世
王
に
告
げ
て
言
く
、『
我
れ
今
、
法
蔵
を
結
集
せ
ん
と
欲
す
。
王
、
供

を
辦
ず
べ
し
』
と
。
是
の
時
に
迦
葉
、
一
千
人
と
倶
に
耆ぎ
　
じ
や
く
つ
せ
ん

闍
崛
山
に

K
往
き
、
夏
三
月
安
居
す
。
初
の
十
五
日
に
説
戒
し
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訖
る
時
、
大
迦
葉
、
即
便
ち
定
に
入
り
、
衆
中
に
て
誰
か
煩
悩
有
り
て
応
に
逐
出
す
べ
き
者
を
観
ず
る
に
、
唯
だ
阿
難

の
み
有
り
。
余
の
者
は
是
れ
羅
漢
な
り
。

時
に
大
迦
葉
、
手
を
以
て
阿
難
を
牽
き
、
衆
よ
り
出
し
て
之
を
語
り
て
曰
く
、『
此
れ
は
是
れ
清
浄
の
衆
を
も
て
三
蔵

を
結
集
す
。
汝
は
結L

、
未
だ
尽
き
ず
。
応
に
此
に
住
す
べ
か
ら
ず
』
と
。

爾
の
時
に
阿
難
、
慚
恥
し
、
自
ら
念
じ
て
云
く
、『
我
れ
世
尊
に
仕
え
て
二
十
五
年
、
是
の
如
き
苦
悩
を
生
ず
る
こ
と
に
会

わ
ず
。
実
に
是
れ
大
慈
も
て
含
忍
し
た
ま
う
』
と
。
迦
葉
に
白
し
て
言
く
、『
我
れ
供
養
を
為
さ
ん
が
故
な
り
。（
高
基
本
・
上

巻
一
三
丁
右
）

故
に
残
結M

を
留
め
り
」
と
。
迦
葉
の
曰
く
、『
汝
に
更
に
六
種
の
応
に
懺
ず
べ
き
突と

　
き
　
ら
　

吉
羅
有

N

り
。
懺
悔
せ
よ
。
一
は
女
人

を
度
せ
ん
と
出
家
を
請
うO
。
我
が
正
法
の
滅
す
る
こ
と
五
百
年
な
り
。
二
は
仏
住
を
請
わ
ずP

。
三
は
仏
に
水
を
与
え
ずQ

。

四
は
鬱う
つ
た
　
ら
　
そ
う

多
羅
僧
を
疊か
さ

ね
臥
すR

。五
は
仏
の
僧
伽
梨
衣
を
蹈
むS

。六
は
仏
の
陰お
ん
ぞ
う蔵
を
以
て
女
人
に
視し
め

すT

。此
の
六
罪
有
り
、汝
、

応
に
懺
悔
す
べ
し
』
と
。

阿
難
、
答
え
て
曰
く
、『
我
れ
、
過
去
・
未
来
世
の
仏
は
皆
な
四
種
の
所ゆ
え
ん以
有
る
を
聞
き
、
女
人
を
放
ち
て
出
家
す
る

こ
と
を
請
う
。
第
二
に
仏
の
住
世
を
請
わ
ざ
る
こ
と
は
、
為い
わ

く
魔
、
我
が
心
を
蔽
う
が
故
な
り
。
第
三
に
仏
に
水
を
与

え
ざ
る
は
、
上
流
の
処
に
五
百
乗
の
車
過
ぐ
る
こ
と
有
り
て
、
其
の
水
混
濁
す
る
が
為
に
、
仏
に
水
を
与
う
る
に
堪
え
ず
。

第
四
に
鬱
多
羅
僧
を
疊
ね
臥
す
は
、
身
痛
を
患
う
が
為
の
故
な
り
。
第
五
の
仏
の
僧
伽
梨
衣
を
畳
み
、
足
を
以
て
上
を

蹈
む
は
、
風
吹
き
て
錯
り
て
足
下
に
入
る
為
な
り
。
第
六
の
仏
の
陰
蔵
を
以
て
女
人
に
視
す
は
、（
高
基
本
・
上

巻
一
三
丁
左
）
女
人
を
し

て
厭
を
生
ぜ
し
む
る
な
り
』
と
。
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阿
難
、
即
ち
衆
中
に
於
て
革
履
を
脱
ぎ
、
偏
に
右
肩
を
袒は
だ
ぬ
　き
、
長
跪
合
掌
し
て
突
吉
羅
罪
の
懺
悔
を
作
す
。
懺
悔
、

已
に
訖
り
て
、
大
迦
葉
、
即
ち
僧
中
に
於
て
手
を
以
て
阿
難
を
牽
き
出
で
て
、
之
を
告
げ
て
曰
く
、『
汝
、
若
し
残
結
の

未
だ
尽
く
さ
ず
ん
ば
、
復
た
来
る
こ
と
勿
れ
』
と
。

即
便
ち
門
を
閉
じ
、
諸
の
羅
漢
を
将ひ
き

い
て
共
に
相
い
謂
い
て
言
く
、『
誰
か
能
く
毘び
　
に
　尼
法
蔵U

を
結
集
す
る
や
』
と
。
時

に
阿あ
　
ぬ
　
る
　
だ
　

泥
楼
豆
の

V

言
く
、『
舎し
や
り
　
ほ
つ

利
弗
の

W

弟
子
・
憍き
よ
う
ぼ
ん
は
　
だ
い

梵
婆
提
は

X

、
善
く
毘
尼
を
解
す
。
今
、
天
上
の
尸し
　
り
　
し
や
お
ん

利
沙
園
に

Y

在
り
て
毘

尼
を
説
く
』
と
。

爾
の
時
に
大
迦
葉
、
羅
漢
を
差つ
か

わ
し
て
忉と

う
り
　
て
ん

利
天
に
往
か
し
む
。
僧
使
と
為
る
が
故
に
、
雁
の
迅
く
飛
ぶ
が
如
し
。
往

き
て
天
上
の
憍
梵
婆
提
の
所
に
到
り
、
頭
面
に
足
を
礼
し
て
問
訊
起
居
し
、
白
し
て
言
く
、『
大
徳
よ
、
南な
ん
え
ん
ぶ
　
だ
い

閻
浮
提
に

Z

今
、

僧
事
有
り
。
疾
速
く
往
く
べ
し
』
と
。
憍
梵
婆
提
の
曰
く
、『
僧
、
闘
諍
せ
ざ
る
や
。
仏
日
、
滅
度
す
る
や
。
和
合
僧
、

破
す
や

[

』
と
。
比
丘
、
答
え
て
曰
く
、『
仏
、
已
に
（
高
基
本
・
上

巻
一
四
丁
右
）
滅
度
せ
り
』
と
。
憍
梵
婆
提
の
云
く
、『
仏
の
滅
、
太

だ
疾は
や

し
。
世
間
の
眼
、
滅
せ
り
』
と
。

又
、
問
う
、『
我
が
和
（
卍
続
蔵
本

一
八
六
右
）
尚
の
舎
利
弗
、在
す
や
不い
な

や
』
と
。
答
え
て
曰
く
、『
已
に
涅
槃
に
入
れ
り
』
と
。
又
、

問
う
、『
摩ま

　
か
　
も
く
れ
ん

訶
目
連
、

\

在
す
や
不
や
』
と
。
答
え
て
曰
く
、『
亦
た
涅
槃
に
入
れ
り
』
と
。
爾
の
時
に
憍
梵
婆
提
、
比
丘

に
報
え
て
言
く
、『
我
れ
今
、
既
に
離
欲
の
大
師
を
失
し
、
和
尚
、
復
た
滅
せ
り
。
更
に
往
き
て
何
を
か
為
さ
ん
。
我
れ
今
、

重
ね
て
閻
浮
提
に
下
る
こ
と
能
は
ず
。
此
処
に
於
て
般は
つ
ね
　
は
ん

涅
槃
に
入
る
べ
し
』
と
。
是
の
語
を
作
し
已
り
て
即
便
ち
定
に

入
り
、
踊
り
上
り
て
虚
空
に
処
し
、
十
八
変]

を
現
ず
。
神
変
を
現
じ
已
り
て
、
心
よ
り
化
出
す
る
に
、
火
を
以
て
身
を
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焼
き
、
火
中
に
水
を
出
だ
す^

。
水
、
四
道
に
分
か
ち
て
流
れ
下
り
て
、
大
迦
葉
の
三
蔵
を
結
集
す
る
処
に
至
る
。
水
中

に
声
有
り
、
偈
を
説
き
て
言
く
、『
憍
梵
婆
提
、
頭
面
も
て
諸
衆
第
一
の
大
徳
僧
に
礼
し
た
て
ま
つ
る
。
仏
の
滅
度
を
聞

き
て
、
我
れ
も
随
い
去
ら
ん
。
大
象
、
去
れ
ば
、
象
の
子
も
随
い
去
る
が
如
し
』
と
。

爾
の
時
に
下
座
の
比
丘
、
閻
浮
提
の
耆
闍
崛
山
中
の
（
高
基
本
・
上

巻
一
四
丁
左
）
法
蔵
を
結
集
す
る
処
に
還
る
に
、
阿
難
の
果
を
明
か

さ
ん
。
爾
の
時
に
阿
難
、
即
ち
当
に
羅
漢
を
証
得
す
る
に
於
て
、
即
ち
堂
門
を
敲た
た

く
。
大
迦
葉
、
問
う
て
曰
く
、『
門
を

敲
く
者
、
是
れ
誰
ぞ
』
と
。
阿
難
、
答
え
て
曰
く
、『
我
れ
は
是
れ
阿
難
な
り
』
と
。
迦
葉
、
問
う
て
曰
く
、『
汝
、

何な
ん
す
　為

れ
ぞ
来
た
る
や
』
と
。
阿
難
、
復
た
答
え
て
曰
く
、『
我
れ
已
に
羅
漢
を
証
せ
り
』
と
。
迦
葉
、
報
え
て
曰
く
、『
汝
、

既
に
羅
漢
を
証
さ
ば
、
意
に
随
い
て
入
り
来
た
れ
』
と
。
阿
難
、
既
に
入
る
に
、
迦
葉
、
阿
難
を
し
て
高
座
に
昇
ら
し
む
。

座
に
昇
り
て
已
後
、
如
来
の
三
十
二
相
・
八
十
種
好
を
修
む_

。

爾
の
時
に
阿
難
、
一
心
に
合
掌
し
て
仏
の
入
涅
槃
の
処
に
向
か
い
、
偈
を
説
き
て
言
く
、『
仏
、
初
め
て
法
を
説
き
た

ま
い
し
時
、
爾
の
時
に
我
れ
見
ず
し
て
展
転
し
て
聞
け
り
。
仏
、
波は
　
ら
　
な
　

羅
奈
に

`

在
し
て
、
仏
は
五
比
丘
の
為
に
初
め
て
甘

露
の
門
を
開
き
、
四
真
諦
の
法
、
苦
集
滅
道
を
説
き
た
ま
う
。
阿あ
　
に
や
き
よ
う
じ
ん
に
よ

若
憍
陳
如
は

a

見
道b

を
得
、
及
び
八
万
の
諸
天
も
是
れ

を
聞
き
て
見
道
を
得
』
と
。

爾
の
時
に
阿
難
、
此
の
偈
を
説
き
已
る
時
、
千
の
羅
漢
、
皆
な
言
く
、『
無
常
の
力
は
（
高
基
本
・
上

巻
一
五
丁
右
）
大
な
り
。
我
等
、

眼
の
あ
た
り
仏
を
見
ん
』
と
。
同
声
に
偈
を
説
く
、『
我
れ
仏
の
身
相
を
見
る
こ
と
、
猶
し
紫
金
山c

の
如
し
。
妙
相
・
衆

徳
滅
し
て
唯
だ
名
の
み
独
り
存
す
る
こ
と
有
り
。
是
の
故
に
当
に
方
便
し
て
来
た
り
て
三
界
を
出
づ
る
べ
し
。
諸
の
善
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根
を
勤
集
す
る
に
、
涅
槃
は
最
も
楽
と
為
す
、
是
れ
な
り
』
と
。
千
の
羅
漢
、
此
の
偈
を
説
き
已
り
て
、
遂
に
本
座
に

復
す
。

時
に
大
迦
葉
、
優う
　
ぱ
　
り
　

婆
離
に

d

対
し
て
先
づ
五
部
の
律
蔵e

を
集
め
、
次
い
で
阿
難
に
対
し
て
素そ
　
た
　
ら
ん

怛
覧
蔵f

・
阿あ
　
び
　
だ
つ
ま
　

毘
達
磨
の

g

二

（
大
正
蔵
本

一
〇
一
六
）
蔵
を
集
む
。
信ま
こ
と
　に
如
来
の
初
転
法
輪
、
乃
至
、
般
涅
槃
の
四
阿
含h

を
集
む
。
一
に
は
増
一
阿
含
、
二
に
長
阿
含
、

三
に
中
阿
含
、
四
に
相
応
阿
含
な
り
。
総
じ
て
修し
ゆ
た
　
ら
　

多
羅
蔵
と
名
づ
くi

」
と
。

「
爾
の
時
に
大
迦
葉
、
法
蔵
を
結
集
し
已
訖
り
て
、
方
に
耆
闍
崛
山
の
諸
の
弟
子
に
告
げ
て
曰
く
、『
今
日
の
晡ほ
　
じ
　時
、

j

是
れ
吾
が
涅
槃
に
入
る
時
な
り
』
と
。
諸
の
弟
子
、
一
時
に
山
を
下
り
、
王
舎
城
の
一
切
貴
人
に
告
げ
て
曰
く
、『
摩
訶

迦
葉
、
今
日
の
晡
時
に
涅
（
高
基
本
・
上

巻
一
五
丁
左
）
槃
に
入
ら
ん
』
と
。
爾
の
時
に
一
切
人
民
、
各
お
の
愁
悩
を
懐
き
、
一
時
に
大
迦

葉
の
所
に
至
る
。
迦
葉
、
為
に
種
々
の
法
要
を
説
き
、
即
便
ち
仏
よ
り
属
せ
ら
る
僧
迦
梨
衣
を
著
け
、
衣
鉢
を
執
持
し

て
手
に
錫
杖
を
提
げ
、
金こ
ん
じ
ち
よ
う

翅
鳥
の

k

如
く
、
身
を
空
中
に
踴お
ど

ら
せ
て
十
八
変
を
現
ず
。
神
変
を
現
じ
已
り
て
、
便
ち
願
い

て
言
く
、『
願
く
は
我
が
此
の
身
、
弥
勒
に
見
え
る
こ
と
を
得
た
ま
え
』
と
。
発
願
し
已
訖
り
て
、
直
ち
に
耆
闍
崛
山
中

の
中
に
入
る
こ
と
、
軟
泥
に
入
る
が
如
し
。
入
り
已
り
て
還ふ
た
た
　び
合
し
、
住
し
て
弥
勒
を
待
つ
。

人
寿
八
万
歳
、
身
長
八
十
尺
に
至
る
に
、
弥
勒
仏
の
出
世
有
り
。
長
一
百
六
十
尺
、
面
広
二
十
四
尺
、
円
光
十
里
な
り
。

三
会l

に
人
を
度
し
、（
卍
続
蔵
本

一
八
六
左
）
人
民
の
懈
怠
な
る
に
説
法
し
た
ま
う
。

爾
の
時
に
弥
勒
仏
、即
ち
足
の
指
を
以
て
耆
闍
崛
山
に
案
ず
る
に
、即
ち
為
に
山
を
開
く
。
開
き
已
訖
る
時
に
大
迦
葉
、

僧
伽
梨
衣
を
著m

け
出
で
て
弥
勒
を
礼
拝
し
、
虚
空
に
上
昇
し
て
十
八
変
を
現
ず
。
神
変
を
現
じ
已
り
て
涅
槃
に
入
る
。
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爾
の
（
高
基
本
・
上

巻
一
六
丁
右
）
時
に
当
た
り
、
無
数
の
衆
を
度
し
た
ま
うn

」
と
。
此
れ
即
ち
第
一
の
疑
を
断
ず
る
な
り
。

第
二
に
信
を
生
ず
と
は
、
大
地
の
能
く
草
木
を
生
ず
る
が
如
し
。
信
は
、
父
母
の
能
く
男
女
を
資
養
す
る
が
如
し
。

若
し
仏
宝
、
則
ち
法
身
を
資
長
せ
ば
、
此
れ
則
ち
第
二
の
信
を
生
ず
る
な
り
。

外
道
の
経
書
の
如
き
は
、
則
ち
是
の
如
き
六
義o

無
し
、
所
以
に
誹
謗
を
被
るp

。

第
三
に
正
し
く
其
の
信
を
解
し
て
、「
如
是
（
是
の

如
く
）」
と
言
う
は
、
真
俗
、
斎ひ
と

し
く
通
じ
、
理
事
、
双
べ
て
挙
げ
、
師
資
、

并
び
に
称
す
。
凡
聖
、
同
じ
く
帰
し
、
十
地
、
纔
に
欠
望q

す
べ
し
。
三
乗
、
其
の
本
を
知
る
こ
と
莫
し
。
又
、『
注
法
華
』

に
云
く
、「
如
是
と
は
感
応
の
瑞
な
りr

」
と
。
所
以
に
『
大
宝
経s

』
に
云
く
、
如
来
、
凡
そ
常
の
説
法
、
先
づ
三
種
の
大

吉
祥
の
瑞
を
現
じ
た
ま
う
。
一
に
梵
音
を
為
し
、
二
に
妙
香
を
為
し
、
三
に
光
明
を
為
し
た
ま
う
。
此
の
三
種
を
現
じ
、

変
じ
て
宝
臺
を
成
じ
、
遍
く
十
方
に
至
り
、
普
く
世
界
を
動
じ
た
ま
う
。
衆
生
の
見
る
者
、
身
毛
皆
な
竪
ち
、
勝
心
品t

を
発
す
。
能
く
衆
生
の
煩
悩
を
し
て
崩
落
せ
し
む
。
毘
湿
薬u

を
毒
薬
の
中
に
置
く
が
如
し
、（
高
基
本
・
上

巻
一
六
丁
左
）
彼
の
毒
薬
を
し

て
変
じ
て
甘
露
を
成
ぜ
し
む
。
是
の
如
き
の
吉
祥
の
妙
薬
、
八
万
四
千
の
塵
労
中
に
置
か
ば
、
変
じ
て
真
如
の
甘
露
を

成
ず
。
所ゆ
え
ん以
、
是
の
如
し
。

吉
祥
の
瑞
に
略
し
て
十
喩
有
り
て
如
是
と
説
く
。
一
に
積
薪
の
諭
、
二
に
師
子
の
筋
の
諭
、
三
に
転
輪
王
の
諭
、
四

に
宝
精
の
諭
、
五
に
檀
香
の
諭
、
六
に
賓び
ん
が
　
ら
　

伽
羅
の
諭
、
七
に
耆ぎ
　
ば
　婆
の
鼓
の
諭
、
八
に
師
子
の
乳
の
諭
、
九
に
功
徳
の
瓶

の
諭
、
十
に
水
精
珠
の
諭
な
り
。
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第
一
に
積
薪
焼
尽
す
。
二
に
師
子
の
筋
も
て
琴
弦
と
作
すv

。
三
に
輪
を
以
て
降
伏
す
。
四
に
宝
精
の
諭
と
は
光
明
な
り
。

五
に
檀
香
の
諭
と
は
、
伊い
　
ら
ん蘭
林
の
方
四
十
里
を
摂
すw

。
六
に
賓び
ん
が
　
ら
　

伽
羅
の
諭
と
は
、『
優
婆
塞
戒
経
』
に
曰
く
、
迦か
り
よ
う陵
国
の

中
に
七
宝
蔵
有
り
。
名
づ
け
て
賓
伽
羅
と
曰
う
、
七
宝
を
具
足
す
。
衆
生
、
之
を
取
る
も
尽
き
る
こ
と
無
し
とx

。
信
も

亦
た
是
の
如
く
、
一
切
諸
仏
の
法
宝
を
生
ぜ
ん
。
七
に
耆
婆
の
鼓
の
諭
と
は
、（
高
基
本
・
上

巻
一
七
丁
右
）『
明
了
論y

』
に
云
う
が
如
し
。

耆
婆
の
鼓
、
但
だ
一
切
衆
生
に
有
り
て
軍
陣
の
中
に
入
り
、
諸
の
毒
箭
に
遇
う
。
枚
を
以
て
鼓
を
撃
つ
に
、
所
有
の
毒
箭
、

一
時
に
皆
な
出
で
て
諸
の
苦
痛
無
し
。
信
も
亦
た
是
の
如
く
、
信
心
も
一
た
び
発
せ
ば
、
能
く
三
毒
の
箭
を
し
て
一
時

に
即
ち
出
だ
さ
ん
。
八
に
師
子
の
乳
の
諭
と
は
、『
華
厳
経
』
に
曰
く
、
師
子
の
乳
の
如
き
は
、
諸
の
乳
中
に
投
ず
る
に
、

悉
く
化
し
て
水
と
為
ら
ん
とz
。
信
も
亦
た
是
の
如
く
、
能
く
化
し
て
一
切
の
煩
悩
、
変
じ
て
法
水
の
法
湛
た
る
菩
提
と

為
ら
ん
。
九
に
功
徳
の
瓶
の
諭
と
は
、『
智
度
論
』
に
云
く
、
婆
羅
門
有
り
。
十
二
年
中
に
於
て
功
徳
天
に
事つ
か

え
、
以
て

如
意
を
求
む
。
十
二
年
満
じ
て
、
功
徳
天
、
現
じ
て
一
瓶
を
授
与
し
て
云
く
、「
汝
、
須も
と

む
る
所
は
、
此
の
瓶
よ
り
索
め
ば
、

即
ち
如
意
を
得
ん
と{

。
信
も
亦
た
是
の
如
く
、
能
く
一
切
の
諸
善
功
徳
を
生
ぜ
ん
。
十
の
水
精
の
諭
と
は
、『
唯
識
論
』

に
云
く
、
諸
の
濁
水
有
り
。
以
て
此
の
珠
を
置
か
ば
、
威
力
の
ゆ
え
に
水
即
ち
清
浄
な
る
こ
と
を
得
ん
と|

。
信
も
亦
た

是
の
如
く
、（
高
基
本
・
上

巻
一
七
丁
左
）
能
く
不
信
の
混
濁
を
し
て
悉
く
清
浄
な
る
こ
と
を
得
し
む
。

又
、
真
諦
三
蔵}

の
云
く
、「
如
是
と
は
、
諸
の
謗
を
離
る
が
故
に
名
づ
け
て
如
是
と
為
す
。
謗
に
五
種
有
り
。
一
に
増

益
の
謗
、
二
に
損
減
の
謗
、
三
に
相
違
の
謗
、
四
に
愚
癡
の
謗
、
五
に
戯
論
の
謗
な
り
。
言
く
、
此
の
経
の
因
果
（
卍
続
蔵
本

一
八
七
右
）、

決
定
し
て
実
に
有
な
り
と
、
是
れ
増
益
の
謗
な
り
。
言
く
、
此
の
経
の
因
果
、
実
に
無
な
り
と
、
是
れ
損
減
の
謗
な
り
。
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言
く
、
此
の
経
の
因
果
、
亦
有
亦
無
と
、
相
違
の
謗
な
り
。
言
く
、
此
の
経
の
因
果
、
非
有
非
無
と
、
愚
癡
の
謗
な
り
。

言
く
、
此
の
経
の
因
果
、
非
非
有
非
非
無
と
、
戯
論
の
謗
な
り
。
言
く
、
五
の
謗
を
離
る
が
故
に
如
是
と
名
づ
く~

」
と
。

又
、『
仏
地
論
』
に
云
く
、「
如
是
と
は
、
四
義
釈
に
依
ら
ば
、
第
一
に
譬
諭
の
釈
、
第
二
に
教
誨
の
釈
、
第
三
に
問

答
の
釈
、
第
四
に
許
可
の
釈
な
り
。
第
一
に
譬
諭
の
釈
と
は
、
汝
、
今
の
福
貴
、
毘
沙
門C

の
如
し
。
第
二
に
教
誨
の
釈

と
は
、
汝
、
当
に
是
の
如
く
読
誦
し
、
是
の
如
く
修
行
す
べ
し
。
第
三
に
問
答
の
釈
と
は
、（
高
基
本
・
上

巻
一
八
丁
右
）
是
の
如
く
我
れ

聞
き
、
是
の
如
く
宣
説
す
べ
し
。
第
四
に
許
可
の
釈
と
は
、
我
れ
当
に
汝
が
為
に
是
の
如
く
宣
説
す
べ
しD

」
と
。

（
亮
汰
注
・
上
巻
・

『
科
註
』
四
丁
左

）
梁
武
帝E

の
云
く
、「
斯
の
如
き
の
言
は
、
是
れ
仏
の
所
説
な
り
。
故
に
如
是
と
言
うF

」
と
。
又
、
静
泰

法
師G

の
云
く
、「
如
は
即
ち
法
を
指
す
。
是
は
即
ち
辞
を
定
むH

」
と
。
法
の
如
く
説
く
所
は
、
一
切
皆
な
是
の
故
に
如
是

と
言
う
。
又
、
肇し
よ
う
　法
師I

の
解
に
云
く
、「
信
は
即
ち
言
う
所
の
理
に
順
ず
。
順
ず
れ
ば
即
ち
師
資
の
道
を
成
ずJ

」
と
。
故

に
経
の
初
に
在
り
。
建
て
て
如
是
と
言
う
。
今
、
解
す
ら
く
、
如
は
三
世
諸
仏
の
言
の
如
し
、
是
と
は
即
ち
三
世
諸
仏

の
所
説
な
り
。
故
に
如
是
と
言
う
。

又
、
梁
朝
の
『
摂
論
』
に
「
信
に
三
種
有
り
。
一
に
実
有
を
信
ず
。
二
に
得
べ
き
有
り
と
信
ず
。
三
に
無
窮
の
功
徳

有
り
と
信
ずK

」
と
。
譬
え
ば
木
中
に
定
ん
で
火
性
有
り
て
、
之
を
鑚
る
に
火
を
得
る
が
如
く
、
種
種
の
功
用
有
る
こ
と

を
得
。
仏
性
も
亦
た
爾
な
り
。

今
は
略
し
て
十
の
釈
と
為
す
。
一
に
は
聖
位
に
入
る
の
初
因
、
凡
籠
よ
り
出
づ
る
の
漸
果
な
り
。
二
に
は
法
味
を
食

す
る
の
嘉
首L

、（
高
基
本
・
上

巻
一
八
丁
左
）
法
宝
を
荷
う
の
両
肩
な
りM

。
三
に
は
七
財
を
獲
る
の
原
首
、
王
力
を
得
る
の
初
心
な
り
。
四
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に
は
三
乗
の
依
止
す
る
所
、
万
行
、
此
に
因
て
修
む
。
五
に
は
心
水
を
湛
え
る
の
清
珠
、
意
性
の
課
濁
を
朗
か
す
。
六

に
は
淤
泥
の
中
よ
り
出
づ
。
七
に
は
生
死
の
険
路
を
超
ゆ
。
八
に
は
苦
海
に
沈
む
の
舟
船
な
り
。
九
に
は
法
宝
を
採
る

の
手
足
な
り
。
十
に
は
曠
野
に
遊
ぶ
の
甲
伏
な
り
。

所
以
に
『
唯
識
論
』
に
、
善
の
十
一
の
中
、
其
れ
三
段
有
りN

。
一
に
有
の
所
由
、
二
に
六
の
中
、
信
を
解
し
、
三
に

疑
を
断
じ
て
信
を
生
じ
る
な
り
。
謗
を
止
む
る
に
浄
信
を
以
て
体
と
為
す
。
水
精
珠
の
能
く
濁
水
を
清
む
る
が
如
し
。

上
来
、
三
種
の
不
同
有
り
と
雖
も
、
総
じ
て
第
一
の
信
成
就
を
明
か
し
竟
ん
ぬ
。

注
１	

弥
勒
に
関
わ
る
大
迦
葉
の
入
定
説
話
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
弥
勒
下
生
成
仏
経
』（『
大
正
蔵
経
』
一
四
巻
四
二
五
頁
下
段
）、
同
『
弥
勒
大
成
仏
経
』

（『
大
正
蔵
経
』
一
四
巻
四
三
三
頁
下
段
～
）
に
記
載
さ
れ
る
。『
大
智
度
論
』
を
含
め
、い
ず
れ
も
鳩
摩
羅
什
訳
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、

当
説
話
に
つ
い
て
、
阿
部
貴
子
先
生
よ
り
諸
々
ご
教
示
い
た
だ
い
た
の
で
、
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

２	

大
正
蔵
本
で
は
、
経
本
文
の
み
を
最
初
に
掲
げ
る
が
、
高
基
本
で
は
、
常
に
経
本
文
に
先
立
ち
「
経
曰
」
を
付
す
。
本
論
で
は
以
下
、
高
基
本

に
し
た
が
っ
て
「
経
曰
」
を
付
す
る
こ
と
と
し
た
。

３	

天
親
と
は
、
瑜
伽
行
唯
識
を
大
成
し
た
世
親
（V

asubandhu
：
一
説
に
四
〇
〇
～
四
八
〇
頃
）
の
こ
と
。

４	

修
多
羅
と
は
、
梵
語s∑tra

（
糸
の
意
）
の
音
写
語
で
、
仏
の
説
か
れ
た
経
典
を
指
す
。

５	

世
親
著
作
中
に
同
文
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
吉
蔵
撰
『
法
華
義
疏
』（『
大
正
蔵
経
』
三
四
巻
四
五
四
頁
上
段
）
や
円
測
撰
『
仁
王
経
疏
』（
同

三
三
巻
三
六
二
頁
中
段
）
に
、
世
親
の
灯
論
と
し
て
同
一
の
文
が
説
か
れ
る
。

６	

穆
王
と
は
、
紀
元
前
一
〇
世
紀
頃
、
周
朝
の
第
五
代
の
王
で
あ
る
。
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７	

周
朝
第
五
代
の
王
・
穆
王
（
紀
元
前
一
〇
世
紀
頃
）
と
釈
尊
の
生
存
年
代
は
全
く
一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
を
一
致
さ
せ
て
説
く
の
が
『
周
書
異
記
』

で
あ
る
。『
周
書
異
記
』
の
性
格
や
成
立
背
景
等
つ
い
て
は
、
楠
山
春
樹
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
釈
迦
生
滅
の
年
代
」（
一
九
八
五
年
、『
仏
教
思

想
の
諸
問
題
―
平
川
彰
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
所
収
）、
三
輪
是
法
「『
周
書
異
記
』
に
つ
い
て
」（
一
九
九
七
年
、『
日
蓮
教
学
の
諸
問
題
―
浅

井
円
道
古
稀
記
念
論
文
集
』
所
収
）
を
参
照
し
た
。

　
　

本
書
は
、
仏
教
と
道
教
の
対
立
の
中
、
中
国
で
捏
造
さ
れ
た
偽
書
で
あ
り
、
釈
尊
よ
り
も
老
子
を
先
行
さ
せ
る
『
老
子
化
胡
経
』
に
対
す
る
仏

教
側
の
反
駁
書
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。『
周
書
異
記
』
の
本
文
は
、
法
琳
『
破
邪
論
』（
大
正
蔵
二
一
〇
九
番
）
に
引
用
さ
れ

る
も
の
で
全
て
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
書
に
示
さ
れ
た
釈
尊
の
生
滅
年
代
の
説
は
、
中
国
に
お
い
て
通
説
的
に
浸
透
し
、
他
方
、
日
本
に
も
奈

良
期
に
伝
わ
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
、
特
に
末
法
の
年
代
を
規
定
す
る
上
で
依
用
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　

法
琳
『
破
邪
論
』
に
引
用
さ
れ
る
『
周
書
異
記
』
を
参
考
ま
で
に
挙
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
穆
王
五
十
二
年
壬
申
歳
二
月
十
五
日
平
旦
。
暴
風
忽
起
発
損
人
舎
傷
折
樹
木
。
山
川
大
地
皆
悉
震
動
。
午
後
天
陰
雲
黒
。
西
方
有
白
虹

十
二
道
。
南
北
通
過
連
夜
不
滅
。
穆
王
問
太
史
扈
多
曰
。
是
何
徴
也
。
扈
多
対
曰
。
西
方
有
聖
人
滅
度
。
衰
相
現
耳
。
穆
王
大
悦
曰
。
朕

常
懼
於
彼
。
今
将
滅
度
。
朕
何
憂
也
。
当
此
之
時
。
仏
入
涅
槃
也
」（『
大
正
蔵
経
』
五
二
巻
四
七
八
頁
中
段
）

８	

阿
難
と
は
、
梵
語Å

nanda

（
阿
難
陀
）
の
音
写
語
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
多
聞
第
一
と
さ
れ
た
。

９	

四
種
大
事
に
つ
い
て
は
、
他
経
論
に
用
例
が
な
く
、
ま
た
文
脈
上
の
情
報
も
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
特
定
は
困
難
で
あ
る
。
小
乗
涅
槃
経
に

分
類
さ
れ
る
法
顕
訳
『
大
般
涅
槃
経
』（
大
正
蔵
七
番
）
等
で
は
、
諸
衆
が
悲
嘆
す
る
中
、
釈
尊
に
よ
っ
て
戒
・
定
・
慧
・
解
脱
の
「
四
法
」
が

説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
四
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
速
や
か
に
無
上
な
る
覚
り
を
得
ら
れ
な
い
と
し
て
、
み
な
精
進
し
て
四
法
を
修

習
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
て
お
り
、
四
種
大
事
に
相
当
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
一
九
五
頁
中
段
）。

10	

経
典
の
序
文
に
具
備
さ
れ
る
①
聞
成
就
、
②
信
成
就
、
③
時
成
就
、
④
教
主
成
就
、
⑤
住
処
成
就
、
⑥
衆
成
就
の
六
種
を
い
う
。

11	

摩
訶
迦
葉
と
は
、
梵
語M

ahåkåßyapa

の
音
写
語
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
頭
陀
第
一
と
さ
れ
た
。

12	

耆
年
と
は
、
年
老
い
る
こ
と
、
ま
た
老
人
を
い
う
。
こ
こ
で
は
摩
訶
迦
葉
を
指
す
。
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13	

紫
金
柱
と
は
、
紫
色
を
帯
び
た
最
上
級
の
金
で
で
き
た
柱
を
い
う
。

14	

盲
冥
と
は
、
智
慧
が
な
く
、
真
実
に
く
ら
い
こ
と
。
迷
い
の
闇
。

15	
揵
鎚
と
は
、
梵
語gha∫†å

の
音
写
語
で
、
衆
人
を
参
集
す
る
た
め
の
木
製
の
鳴
り
物
。

16	
頻
婆
娑
羅
王
と
は
、
梵
語B

im
bisåra

の
音
写
語
。
マ
ガ
ダ
国
王
で
深
く
仏
教
に
帰
依
し
、
釈
尊
に
竹
林
精
舎
を
寄
進
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

17	

阿
闍
世
王
と
は
、
梵
語A

jåtaßatru

の
音
写
語
。
頻
婆
娑
羅
王
と
韋
提
希
（V

aideh¥

）
の
間
の
子
で
、
王
位
に
就
く
た
め
に
父
王
を
幽
閉
す

る
等
も
行
っ
た
が
、
後
に
仏
教
に
帰
依
し
、
教
団
を
外
護
し
た
と
さ
れ
る
。

18	

耆
闍
崛
山
と
は
、梵
語G

˚dhrak∑†a

の
音
写
語
で
、霊
鷲
山
と
も
呼
ば
れ
る
。
王
舎
城
（R

åjag˚ha

）
の
東
方
に
あ
る
聖
山
で
、『
法
華
経
』『
般

若
経
』『
観
無
量
寿
経
』
等
の
主
要
な
大
乗
経
典
の
説
処
と
し
て
知
ら
れ
る
。

19	

結
と
は
、
煩
悩
の
束
縛
で
あ
り
、
衆
生
を
生
死
に
繋
縛
す
る
。

20	

残
結
と
は
、
煩
悩
を
尽
く
さ
ず
残
す
こ
と
。『
大
智
度
論
』
で
は
、
阿
羅
漢
に
な
る
と
釈
尊
の
供
養
給
仕
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
あ
え
て
煩
悩

を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
阿
難
は
述
懐
し
て
い
る
。

21	

突
吉
羅
と
は
、
梵
語du≈k˚ta

の
音
写
語
で
、
懺
悔
す
れ
ば
消
え
る
程
度
の
軽
微
な
悪
罪
を
意
味
す
る
。
以
下
、
大
迦
葉
は
阿
難
の
突
吉
羅
罪

と
し
て
六
種
を
挙
げ
、
阿
難
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
挙
げ
て
弁
解
し
て
い
る
。

22	

シ
ャ
カ
族
の
子
女
が
出
家
を
申
し
出
た
時
、
釈
尊
は
拒
否
し
た
が
、
そ
の
後
、
阿
難
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
出
家
が
許
さ
れ
、
比
丘
尼
が
誕
生

し
た
と
さ
れ
る
。

23	

釈
尊
が
世
に
留
ま
り
続
け
る
べ
き
か
を
問
う
た
時
、
阿
難
は
悪
魔
に
憑
り
つ
か
れ
て
、
再
三
に
わ
た
り
答
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

釈
尊
は
、
悪
魔
に
促
さ
れ
る
形
で
一
劫
に
お
よ
ぶ
寿
命
を
捨
て
、
三
カ
月
後
に
涅
槃
に
入
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
さ
れ
る
。

24	

釈
尊
が
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
臥
し
て
い
る
時
に
水
を
求
め
た
が
、
阿
難
は
水
を
与
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
阿
難
は
、
直
前
に
五
百
の
車
が
川
を
渡
っ

て
、
水
が
濁
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

25	

鬱
多
羅
僧
と
は
、
梵
語uttaråsaΔga

の
音
写
語
で
、
比
丘
が
所
有
す
る
三
衣
の
う
ち
、
礼
拝
・
聴
講
・
布
薩
等
で
用
い
ら
れ
た
上
衣
（
七
条
衣
）
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を
指
す
。
こ
こ
で
は
突
吉
羅
罪
と
し
て
、
釈
尊
の
鬱
多
羅
僧
を
四
つ
に
畳
ん
で
地
に
敷
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、『
大
智
度
論
』
で
は
、
水

を
与
え
な
か
っ
た
事
跡
と
あ
わ
せ
て
突
吉
羅
罪
に
挙
げ
て
い
る
（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
六
八
頁
上
段
）。

26	
僧
伽
梨
衣
と
は
、
梵
語saμ

ghå†¥

の
音
写
語
で
、
比
丘
が
所
有
す
る
三
衣
の
う
ち
、
正
装
に
あ
た
る
大
衣
（
重
衣
、
九
条
衣
）
を
指
す
。
阿
難

が
風
に
よ
っ
て
身
が
よ
ろ
け
、
僧
伽
梨
衣
を
踏
ん
だ
こ
と
を
突
吉
羅
罪
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

27	

陰
蔵
と
は
、
仏
の
三
十
二
相
の
一
つ
「
陰
馬
蔵
相
」
の
略
称
。
釈
尊
の
男
根
は
腹
中
に
蔵
さ
れ
て
、
馬
の
陰
部
の
よ
う
に
外
か
ら
見
え
な
い
と

さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
突
吉
羅
罪
と
し
て
、
釈
尊
の
入
涅
槃
後
、
阿
難
が
釈
尊
の
陰
馬
蔵
相
を
女
人
に
示
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

28	

毘
尼
と
は
、
梵
語vinaya

の
音
写
語
で
、
教
団
の
規
則
・
規
律
の
集
成
の
こ
と
を
い
う
。

29	

阿
泥
楼
豆
と
は
、
梵
語A

niruddha

の
音
写
語
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
天
眼
第
一
と
さ
れ
た
。

30	

舎
利
弗
と
は
、
梵
語Íåriputra

の
音
写
語
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
智
慧
第
一
と
さ
れ
た
。
釈
尊
の
有
力
な
弟
子
で
あ
っ
た
が
早
逝
し

た
と
さ
れ
る
。

31	

憍
梵
婆
提
と
は
、
梵
語G

avåμ
pati
の
音
写
語
。
舎
利
弗
の
弟
子
で
あ
り
、
解
律
第
一
と
称
さ
れ
た
。

32	

尸
利
沙
と
は
、
梵
語ßir¥≈a

の
音
写
語
で
、
吉
祥
を
意
味
す
る
樹
木
と
さ
れ
る
。
尸
利
沙
園
と
は
、
こ
の
シ
リ
ー
シ
ャ
樹
が
茂
る
園
林
で
あ
り
、

忉
利
天
（
三
十
三
天
）
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

33	

閻
浮
提
と
は
、
梵
語Jam

b∑dv¥pa

の
音
写
語
で
、
須
弥
山
の
南
方
に
あ
る
大
陸
と
さ
れ
る
。

34	

破
和
合
僧
（
破
僧
）
と
は
、
本
来
和
合
す
べ
き
教
団
を
破
壊
、
分
裂
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

35	

摩
訶
目
連
と
は
、
梵
語M

audgalyåyana

の
音
写
語
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
神
通
第
一
と
さ
れ
た
。
舎
利
弗
の
朋
友
で
あ
り
、
舎
利
弗

と
と
も
に
釈
尊
の
二
大
弟
子
と
さ
れ
た
が
、
釈
尊
よ
り
も
先
に
早
逝
し
た
。

36	

十
八
変
と
は
、
阿
羅
漢
が
涅
槃
に
入
る
時
に
現
す
十
八
種
の
神
変
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
振
動
・
熾
然
・
流
布
・
示
現
・
転
変
・
往
来
・
巻
・
舒
・

衆
像
入
身
・
同
類
往
趣
・
顕
・
隠
・
所
作
自
在
・
制
他
神
通
・
能
施
弁
才
・
能
施
憶
念
・
能
施
安
楽
・
放
大
光
明
で
あ
る
。

37	

身
体
の
上
部
か
ら
火
を
出
し
、
下
部
か
ら
水
を
出
す
こ
と
を
双
神
変
と
い
う
。
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38	『
大
智
度
論
』
の
対
応
箇
所
で
は
、
摩
訶
迦
葉
に
よ
り
阿
羅
漢
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
阿
難
は
、
阿
泥
楼
豆
（A

niruddha

）
に
よ
り
経

蔵
の
結
集
者
に
推
挙
さ
れ
、
師
子
床
に
坐
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
六
九
頁
上
段
）。

39	
波
羅
奈
と
は
、
梵
語V

årå∫as¥

の
音
写
語
で
、
ガ
ン
ジ
ス
河
沿
い
に
あ
っ
た
商
業
を
中
心
と
す
る
都
市
国
家
。
同
地
の
東
北
に
、
釈
尊
の
初
転

法
輪
の
地
で
あ
る
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
が
位
置
す
る
。

40	

阿
若
憍
陳
如
と
は
、梵
語A

jñåta-K
aundinya

の
音
写
語
で
、五
比
丘
の
一
人
。
釈
尊
が
初
め
て
五
比
丘
に
対
し
て
説
法
（
初
転
法
輪
）
を
行
っ

た
時
、
最
初
に
化
度
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

41	

見
道
と
は
、
四
諦
の
法
を
よ
く
観
察
す
る
段
階
で
あ
り
、
聖
者
の
道
の
最
初
と
さ
れ
る
。

42	

紫
金
山
と
は
、
紫
色
を
帯
び
た
最
上
級
の
金
で
で
き
た
山
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
身
に
譬
え
る
。

43	

優
婆
離
と
は
、
梵
語U

påli
の
音
写
語
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
持
律
第
一
と
さ
れ
た
。

44	

律
蔵
と
は
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
団
の
規
則
・
規
律
の
集
成
で
あ
る
。

45	

素
怛
覧
（
修
多
羅
）
と
は
、
梵
語sū tra
の
音
写
語
で
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
法
の
集
成
で
あ
る
。

46	

阿
毘
達
磨
と
は
、
梵
語abhidharm

a
の
音
写
語
。
釈
尊
が
説
か
れ
た
経
・
律
に
関
す
る
研
究
・
注
釈
の
集
成
で
あ
り
、
論
蔵
と
呼
ば
れ
る
。

47	

阿
含
と
は
、
梵
語ågam

a

の
音
写
語
で
、
伝
承
さ
れ
た
釈
尊
の
教
説
を
指
す
。
教
説
の
長
短
等
に
よ
っ
て
長
阿
含
・
中
阿
含
・
雑
阿
含
（
相
応

阿
含
）・
増
一
阿
含
の
四
種
に
分
類
さ
れ
る
。

48	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
六
七
頁
中
段
～
六
九
頁
下
段
）
の
取
意
引
用
。
法
崇
疏
で
は
、
以
下
、
三
蔵
編

纂
後
の
事
跡
と
し
て
大
迦
葉
の
入
涅
槃
、
さ
ら
に
弥
勒
仏
の
出
世
等
が
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
大
智
度
論
』
の
別
箇
所
か
ら
の
取
意
引
用
で

あ
る
。

49	

晡
時
と
は
夕
方
の
頃
合
い
の
こ
と
。

50	

金
翅
鳥
と
は
、
イ
ン
ド
神
話
に
登
場
す
る
ガ
ル
ダ
（garu∂a

）
と
い
う
神
鳥
。

51	

弥
勒
は
、
五
十
六
億
七
千
万
年
の
後
に
下
生
し
、
龍
華
樹
の
下
で
三
会
の
説
法
を
行
う
と
さ
れ
る
（
龍
華
三
会
）。
引
用
元
で
あ
る
『
大
智
度
論
』
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で
は
、
初
会
で
九
十
九
億
人
、
第
二
会
で
九
十
六
億
人
、
第
三
会
で
九
十
三
億
人
が
阿
羅
漢
果
を
得
た
と
詳
細
が
示
さ
れ
て
い
る
。

52	

大
正
蔵
本
に
は
「
者
」
と
あ
る
が
、
高
基
本
お
よ
び
卍
続
蔵
本
は
「
著
」
で
あ
り
、
後
者
を
採
用
し
た
。

53	
龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
七
八
頁
中
段
～
七
九
頁
上
段
）
の
取
意
引
用
。

54	
六
義
と
は
、
仏
説
の
証
と
な
る
信
・
聞
・
時
・
主
・
処
・
衆
の
六
成
就
の
こ
と
で
あ
る
。
外
道
の
書
と
は
異
な
り
、
仏
経
に
は
必
ず
六
成
就
文

が
具
わ
る
か
ら
誹
謗
を
被
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

55	

六
成
就
を
顕
す
三
義
の
う
ち
、
第
三
の
「
謗
を
止
め
ん
が
為
」
に
呼
応
す
る
一
文
で
あ
る
。

56	

欠
望
と
は
、
こ
い
ね
が
う
の
意
で
あ
る
。「
如
是
」
の
語
に
よ
っ
て
、
凡
夫
も
聖
人
も
と
も
に
帰
依
し
、
十
地
と
い
う
高
位
の
菩
薩
も
こ
い
ね
が

う
と
し
て
い
る
。

57	

窺
基
撰
『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』（『
大
正
蔵
経
』
三
四
巻
六
六
三
頁
上
段
）。

58	『
大
宝
積
経
』
に
基
づ
く
取
意
文
か
。
高
基
は
、『
大
宝
積
経
』
と
推
定
し
て
、
説
法
に
関
す
る
三
種
の
吉
祥
瑞
（
梵
音
・
妙
香
・
光
明
）
に
類

す
る
表
現
を
『
大
宝
積
経
』
か
ら
抽
出
す
る
が
判
然
と
し
な
い
（
高
基
「
付
録
」
六
丁
左
）。

59	

勝
心
品
と
は
、
す
ぐ
れ
た
心
の
状
態
。
覚
り
を
求
め
る
心
、
す
な
わ
ち
菩
提
心
を
発
す
こ
と
で
あ
る
。

60	

毘
湿
薬
と
は
、「
毒
薬
・
毒
物
」
を
意
味
す
る
梵
語vi⋲a

の
音
写
語
か
。
甘
露
の
妙
薬
に
変
ず
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
毒
同
士
の
相
和
作

用
に
よ
る
も
の
か
。
あ
る
い
は
『
華
厳
経
』
等
に
説
か
れ
る
「
毘
笈
摩
薬
」、
す
な
わ
ち
毒
の
除
去
を
意
味
す
る
梵
語vigam

a

の
音
写
語
か
。

61	

師
子
の
筋
の
諭
は
、
仏
駄
跋
陀
羅
訳
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
入
法
界
品
（『
大
正
蔵
経
』
九
巻
七
七
八
頁
下
段
）
等
に
説
か
れ
る
。
師
子
の
筋
を

琴
絃
と
し
て
演
奏
す
る
と
、
そ
れ
以
外
の
全
て
の
絃
が
断
絶
す
る
よ
う
に
、
菩
提
心
の
筋
を
も
っ
て
奏
で
れ
ば
、
五
欲
・
二
乗
の
絃
を
断
滅
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

62	

檀
香
の
諭
に
つ
い
て
、
檀
と
は
梵
語candana

（
栴
檀
）
の
音
写
語
で
、
芳
し
い
香
り
を
放
つ
樹
と
さ
れ
る
。
一
方
の
伊
蘭
と
は
梵
語era∫∂a

の
音
写
語
で
、
悪
臭
を
放
つ
樹
と
さ
れ
る
。
良
い
香
り
の
栴
檀
樹
は
菩
提
に
喩
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
悪
臭
を
放
つ
伊
蘭
樹
は
煩
悩
に
喩
え
ら

れ
る
。
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63	

賓
伽
羅
の
諭
は
、
曇
無
讖
訳
『
優
婆
塞
戒
経
』（『
大
正
蔵
経
』
二
四
巻
一
〇
六
三
頁
上
段
）
に
説
か
れ
る
。『
優
婆
塞
戒
経
』
に
よ
れ
ば
、
賓
伽

羅
（P

iΔgala

か
）
と
は
迦
陵
国
の
住
人
で
、
三
宝
帰
依
の
功
徳
に
よ
っ
て
無
尽
蔵
の
宝
蔵
を
得
た
と
さ
れ
る
。
迦
陵
国
と
は
、
梵
語K

aliΔga

の
音
写
語
で
、
イ
ン
ド
中
東
部
に
存
在
し
た
国
名
を
指
す
。

64	『
明
了
論
』
と
は
、
弗
陀
多
羅
多
造
・
真
諦
訳
『
律
二
十
二
明
了
論
』（
大
正
蔵
一
四
六
一
番
）
と
目
さ
れ
る
が
、
耆
婆
の
鼓
の
話
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
な
い
。

65	

師
子
の
乳
の
諭
は
、
仏
駄
跋
陀
羅
訳
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』（『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
七
七
八
頁
下
段
）
等
に
説
か
れ
る
。
牛
・
馬
・
羊
の
乳
を

集
め
た
と
こ
ろ
に
、
一
滴
で
も
師
子
の
乳
を
投
ず
れ
ば
、
他
の
乳
が
消
え
て
な
く
な
る
よ
う
に
、
菩
提
心
の
乳
を
無
量
の
業
煩
悩
に
投
ず
れ
ば
、

み
な
全
て
消
え
つ
く
し
、
声
聞
・
縁
覚
に
住
さ
な
く
な
る
と
い
う
。

66	

功
徳
の
瓶
の
諭
は
、
龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
説
か
れ
る
。『
大
智
度
論
』
で
は
、
常
に
天
を
供
養
す
れ
ば
、
徳
瓶
が
得
ら
れ
、

意
の
ま
ま
に
所
願
が
叶
う
と
し
て
い
る
が
、法
崇
疏
で
は
供
養
対
象
を
功
徳
天
、す
な
わ
ち
吉
祥
天
（
梵
語Ír¥m

ahådev¥

）
に
限
定
し
て
い
る
。

「
譬
如
有
人
常
供
養
天
。
其
人
貧
窮
一
心
供
養
満
十
二
歳
求
索
富
貴
。
天
愍
此
人
自
現
其
身
而
問
之
曰
。
汝
求
何
等
。
答
言
。
我
求
富
貴
。

欲
令
心
之
所
願
一
切
皆
得
。
天
与
一
器
名
曰
徳
瓶
。
而
語
之
言
。
所
須
之
物
従
此
瓶
出
。
其
人
得
已
応
意
所
欲
無
所
不
得
。
得
如
意
已
具

作
好
舎
象
馬
車
乗
。
七
宝
具
足
」（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
一
五
四
頁
上
段
）

67	

水
精
の
諭
は
、
護
法
造
・
玄
奘
訳
『
成
唯
識
論
』
巻
第
六
に
説
か
れ
、「
如
水
清
珠
能
清
濁
水
」（『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
二
九
頁
下
段
）
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
善
の
心
所
の
最
初
に
信
を
挙
げ
る
中
、
心
の
本
性
は
澄
清
で
あ
る
こ
と
を
、
水
精
珠
が
濁
水
を
清
め
る
様
に
喩
え
て
い
る
。

68	

真
諦
三
蔵
（
四
九
九
～
五
六
九
）
と
は
、
四
大
訳
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
イ
ン
ド
僧
で
、『
倶
舎
釈
論
』『
摂
大
乗
論
』『
中
辺
分
別
論
』『
大

乗
起
信
論
』
等
の
大
乗
の
経
論
を
漢
訳
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

69	

世
親
造
・
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
取
意
引
用
と
考
え
ら
れ
る
が
、
謗
の
種
類
は
五
種
で
は
な
く
四
種
で
あ
り
、
ま
た
文
脈
上
、「
如
是
」
と

の
関
連
性
も
見
ら
れ
な
い
（『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
二
四
四
頁
上
段
）。

　

他
方
、
吉
蔵
撰
『
法
華
義
疏
』
の
本
文
と
一
致
し
て
お
り
、
孫
引
き
の
可
能
性
も
窺
わ
れ
る
。
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「
真
諦
三
蔵
云
。
如
是
者
離
五
種
謗
故
云
如
是
。
言
五
種
謗
者
。
一
如
言
此
経
因
果
決
定
是
有
名
増
益
謗
。
二
如
言
此
経
因
果
決
定
是
無
名

損
減
謗
。
三
如
言
此
経
因
果
又
有
又
無
名
相
違
謗
。
四
如
言
此
経
因
果
非
有
無
名
愚
痴
謗
。
五
如
言
此
経
因
果
非
不
有
非
不
無
名
戯
論
謗
。

離
此
五
種
謗
故
名
為
如
是
也
」（『
大
正
蔵
経
』
三
四
巻
四
五
四
頁
中
段
）

70	
毘
沙
門
と
は
、
梵
語V

aißrava∫a

の
音
写
語
で
あ
り
、
多
聞
天
と
も
訳
さ
れ
る
。
毘
沙
門
天
の
ル
ー
ツ
と
し
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
財
福
神
ク
ベ
ー

ラ
（
梵
語K

ubera

）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
富
貴
如
毘
沙
門
」
と
い
う
。

71	

親
光
等
造
・
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
六
巻
二
九
一
頁
下
段
）
の
取
意
引
用
。「
如
是
」
に
関
す
る
四
義
釈
は
、窺
基
の
諸
注
釈
（
同

三
三
巻
二
七
頁
下
段
、三
四
巻
六
六
二
頁
下
段
）
を
は
じ
め
、円
測
（
同
三
三
巻
三
六
二
頁
下
段
）、法
蔵
（
同
三
五
巻
一
二
六
頁
下
段
）、良
賁
（
同

三
三
巻
四
三
六
頁
中
段
）
等
の
著
作
中
に
散
見
さ
れ
る
。

72	

梁
武
帝
（
五
〇
二
～
五
四
九
）
と
は
、南
朝
梁
を
建
国
し
た
初
代
皇
帝
で
あ
り
、仏
教
を
深
く
信
仰
し
た
こ
と
か
ら
「
皇
帝
菩
薩
」
と
も
称
さ
れ
た
。

73	「
梁
武
帝
の
云
く
」
と
あ
る
が
、
直
接
の
出
典
は
不
詳
で
あ
る
。
窺
基
の
諸
注
釈
に
し
ば
し
ば
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
『
大

般
若
波
羅
蜜
多
経
般
若
理
趣
分
述
讃
』
の
「
梁
武
帝
云
。
如
是
如
斯
之
言
。
是
仏
所
説
。
故
言
如
是
」（『
大
正
蔵
経
』
三
三
巻
二
七
頁
中
段
）

の
表
現
が
一
致
し
て
い
る
。

74	

静
泰
（
生
没
年
不
詳
）
と
は
、
唐
代
の
僧
で
、『
老
子
化
胡
経
』
を
め
ぐ
り
道
士
と
論
争
し
た
と
さ
れ
る
。

75	「
静
泰
法
師
の
云
く
」
と
あ
る
が
、直
接
の
出
典
は
不
詳
で
あ
る
。『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
般
若
理
趣
分
述
讃
』
に
、「
如
即
指
法
是
即
定
詞
」（『
大

正
蔵
経
』
三
三
巻
四
三
六
頁
中
段
）
と
い
う
類
似
表
現
が
あ
る
が
、
そ
の
出
典
に
つ
い
て
静
泰
で
は
な
く
、「
梁
武
帝
云
」
と
記
し
て
い
る
。

76	

僧
肇
（
三
八
四
～
四
一
四
）
と
は
、
後
秦
代
の
中
国
僧
で
、
鳩
摩
羅
什
の
有
力
な
弟
子
と
し
て
訳
経
を
助
け
る
と
と
も
に
、『
維
摩
経
注
』
等
を

著
し
た
。

77	「
肇
法
師
の
解
に
云
く
」
と
い
う
表
現
は
、
吉
蔵
・
窺
基
・
智
顗
・
良
賁
等
の
諸
注
釈
に
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
大
元
は
、
僧
肇
撰
『
注
維
摩
詰
経
』

の
「
如
是　

肇
曰
。
如
是
信
順
辞
。
夫
信
則
所
言
之
理
順
。
順
則
師
資
之
道
成
」（『
大
正
蔵
経
』
三
八
巻
三
二
八
頁
上
段
）
と
考
え
ら
れ
る
。

78	

世
親
造
・
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
釈
』（『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
二
二
頁
下
段
）。
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79	

智
積
院
所
蔵
の
高
基
本
（
版
本
一
：
八
―
四
一
）
に
は
、
本
文
「
嘉
首
」
の
傍
ら
に
「
肴
イ
」、
す
な
わ
ち
異
本
で
は
「
嘉
肴
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
窺
基
の
諸
注
釈
に
は
、
し
ば
し
ば
「
食
法
味
之
嘉
手
」（『
大
正
蔵
経
』
三
四
巻
六
六
二
頁
中
段
等
）
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
能
筆
・

能
書
を
意
味
す
る
「
嘉
手
」
の
可
能
性
も
あ
る
。

80	
高
基
本
、
卍
続
蔵
本
お
よ
び
大
正
蔵
の
本
文
は
、
と
も
に
「
荷
法
宝
於
両
肩
」
と
す
る
が
、
前
後
の
文
体
か
ら
判
断
し
て
、
大
正
蔵
の
注
に
し

た
が
い
「
於
」
を
「
之
」
に
改
め
た
。

81	

護
法
造
・
玄
奘
訳
『
成
唯
識
論
』（『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
二
九
頁
中
段
）
卷
第
六
に
説
か
れ
る
。
冒
頭
の
偈
で
は
、
善
の
心
所
と
し
て
、
信
・
慚
・

愧
・
無
貪
・
無
瞋
・
無
痴
・
勤
・
安
・
不
放
逸
・
行
捨
・
不
害
の
十
一
種
を
挙
げ
、
最
初
の
信
に
つ
い
て
、
実
有
を
信
ず
、
有
徳
を
信
ず
、
有

能
を
信
ず
の
三
種
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
を
明
か
し
て
い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
法
崇
、
大
迦
葉
、『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』、『
周
書
異
記
』、
信
成
就


